
報 告 第 １ ９ 号  

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て  

 

地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分

し た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 １ ０ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

専 決 処 分 書  

 

 

 

 

 

 



専 決 第 ３ 号  

 

  専 決 処 分 書  

 

 地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、次 の 事 件 を 専 決 処 分

す る ｡ 

 

 

    平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 専 決  

 

      亀 山 市 長   櫻  井  義  之      

 

  庁用車両による物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについ

て  

 

１  事 故 原 因 及 び 状 況  

   平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ９ 日 午 後 １ 時 ４ ０ 分 頃 、 津 市 広 明 町 地   

内 の 三 重 県 庁 大 駐 車 場 で 、 ド ア の 開 放 時 に 強 風 に よ り ド

ア が 大 き く 開 き 、 相 手 方 所 有 の 自 動 車 を 破 損 さ せ た 。  

 

２  相 手 方 住 所 及 び 氏 名  

   松 阪 市 丹 生 寺 町 字 向 山 ８ 番 地 の １  

   東 亜 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  深 田 滿  

 

３  損 害 賠 償 の 額  

   ７ ８ ， ８ ４ ０ 円  




